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１．オンライン申請をする際の「別紙」（登記すべき事項）の１行の文字数制限の緩和 

  別紙（登記すべき事項）は，OCR 用紙に合わせ，一行全角３５文字の制限をしています。

これは，OCR 用紙の１行の文字数が全角３５文字以内という制限に合わせたものです。 

ところが，オンライン申請の場合は，そのような制限がないものですから，１行の文字数

を全角２５５文字まで入力可能としました。これにより，例えば，法人等の目的が長く，

OCR 用紙では改行位置が相応しくない場合でも，オンライン申請の場合は１行２５５文字

以内で表示されるように対処したものです。 
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①クリック 

②クリック 
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※OCR 用紙では，この文

字だけ改行表示されてし

まい，オンライン申請用の

データも同様になってい

ました。 

 

※オンライン用に全角２

５５文字以内の編集画面

を用意したことにより，申

請人が意図した表示にす

ることができます。 

★ワンポイント～OCR 用紙→オンライン申請 

  オンライン申請画面の別紙（登記すべき事項）の内容は，OCR 用紙の内容がそのまま

 反映されるようになっています。これは，書面申請とオンライン申請の場合とで，登記

すべき事項の内容が相違しないようにするためです。従って，オンライン申請の場合も，

一度 OCR 用紙の画面を表示して内容を確認してから，オンライン申請の画面に移行し

ます。また，登記すべき事項の内容に変更を及ぼすようなデータの修正等を行った場合

も，一度 OCR 用紙の画面を開いて，変更内容を確認してから，オンライン申請の画面

に移行します。 
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２．オンライン申請画面で「印鑑届出」の有無及び「経由」の有無を編集可能にする機能 

  印鑑届出の有無や，管轄区域外への本店移転の登記のように，旧所在地における登記の

申請書と新所在地における登記の申請書とを，同時に旧所在地を管轄する登記所に提出す

る必要がある場合等に経由の有無等の判断はシステムが自動的行い，そのままオンライン

申請のデータとしていますが，全く編集できないとすることは融通性に欠けるとの理由か

ら，ユーザ様において編集できるようにいたしました。下記の画面は，管轄区域外への本

店移転の登記の場合における，新所在地における登記のオンライン申請書の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．印鑑証明書（商業・法人）の送付請求に委任状添付の機能 

  印鑑証明書の請求を行う場合の送付請求書に申請人（法人）の委任状（電子署名付）を 

添付する機能を追加しました。印鑑証明書を請求する場合には，印鑑を提出した会社・法 

人の代表者による電子証明書（原則として，商業登記に基づく電子証明書に限られます。） 

により電子署名が付与された委任状（PDF ファイル）を添付する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旧所在地登記所

※新所在地登記所 
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４．登記事項証明書請求（非登録法人専用）にオンライン会社・法人検索機能 

  オンラインのよる登記事項証明書交付請求のうち，非登録法人専用とは，法人台帳に登 

録する必要はないが，登記事項証明書等の交付請求は度々請求するという場合の専用画面 

ですが，この度，オンライン会社・法人検索機能を追加してさらに便利になり，請求事項 

も「全部事項」と「代表者事項」が選択可能になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クリックして検索 

②任意の場所に保存 

③保存したファイル

を選択して読込み ※代表者事項も選択

可能です。

※取得日が自動的に 

 表示されます。
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５．乙号オンライン（複数法人用）機能に非登録法人も対応 

複数の法人について，オンラインで登記事項証明書交付請求する機能ですが，従前は法 

人台帳に登録された法人に限定されていましたが，今回のバージョンアップで非登録法人 

に対応しました。登録法人と非登録法人を混在させて請求が可能になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録法人を検索して

「一覧追加」 

※非登録法人を検索し

て「一覧追加」 
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６．乙号オンライン申請の場合の「窓口受領」に対応 

本年４月１日から「登記事項／地図・図面証明書交付請求書」（不動産登記）並びに「交 

付請求書（登記事項証明書），「交付請求書（印鑑／登記事項証明書）」（以上，商業・

法人登記）等の申請様式において，交付方法を「郵送」又は「窓口受領」から選択可能と

なりました。また，同日より登記手数料が改訂され，オンライン請求による窓口交付の場

合が新設されました（下図）。 

 

区       分 改訂額 

登記事項証明書（※１） 

（謄 抄 本） 

窓口交付 700 円 

オンライン請求・送付 570 円 

オンライン請求・窓口交付 550 円（新設）（※２） 

※１．１通の枚数が 50 枚を超える場合には，その超える枚数 50 枚までごとに登記事項証明書は 100 円  

   が加算されます。 

 ※２．登記事項証明書等を専用の私書箱により交付する取扱いに係る請求についても，この手数料の規 

定が適用されます。 

 

 以上のことを踏まえて，システムでは以下の仕様にいたしました。 

任意の法人台帳を表示して，「総合メニュー」→「乙号オンライン・印鑑届等」を選択しま

す（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クリック 

※初期設定画面です。 

※一度初期設定をしておけば，

このオプションを切り替える

ことにより，請求時の事情に

応じて交付方法を変更できま

す。 
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  交付の方法を「私書箱」にした場合のオンライン申請データをプレビュー表示すると以 

下のようになります。交付方法は「窓口受領」です。本年３月３１日迄は，郵送区分でし 

たが，郵送と窓口交付では前述のとおり手数料が異なり，「私書箱」方式は，窓口交付の 

手数料となりますので，申請データも「窓口受領」として送信いたします。受取人情報欄 

の住所が反映される箇所は，システムが自動的に「交付先を私書箱とする」と表示します。 

 [平成 23 年 3 月 25 日付法務省民二・民商第 770 号] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送付を受けたい場所の住所は，「窓口交付」と「郵送」で必須です。 

 郵送の場合は郵便番号も必須です。 

※「窓口交付」で住所が必須なのは，登記事項証明書等受領情報（窓口に

持参する書面）の必須事項だからです。 
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７．法人台帳の基本情報欄の「事業年度」空白で登録できるように修正。 

  当該法人の事業年度が不明の場合に，空白でも登録できるように修正いたしました。 

 

 

 

 

 

  ただし，役員の任期満了日等の設定は，事業年度を一つの基準にしていますので，役員 

 変更等を行う場合は，以下のようなメッセージを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


